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2022年12月22日 

各  位 

不動産投資信託証券発行者名 

森トラスト総合リート投資法人 

執行役員 八木 政幸 

（コード番号：8961）

資産運用会社名 

森トラスト・アセットマネジメント株式会社 

代表取締役社長 山本 道男 

問合せ先 取締役 総合リート運用本部 

運用戦略部長 
内藤 宏史 

（電話番号：03-6435-7011） 

合併契約承認及び規約変更に関するお知らせ 

森トラスト総合リート投資法人（以下「MTR」といいます。）は、本日開催のMTRの役員会において、

合併契約承認及び規約変更に関して、下記のとおり2023年2月1日に開催予定のMTRの第16回投資主総会

（以下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議しましたので、お知らせします。 

なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

記 

１．森トラスト・ホテルリート投資法人との合併契約承認の件 

2022年11月22日付「森トラスト総合リート投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人の合併

契約締結に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、MTR及び森トラスト・ホテルリート投資法人

（以下「MTH」といいます。）は、2023年3月1日を合併の効力発生日として、MTRを吸収合併存続法人、

MTHを吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことについて合意し、

2022年11月22日付で合併契約（以下「本合併契約」といいます。）を締結しました。 

投資主の皆様におかれましては、本合併の趣旨にご賛同いただき、本合併契約のご承認を賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

（本合併契約の詳細は、別紙の「第16回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。） 

なお、別紙の「第 16 回投資主総会招集ご通知」における別紙 1「合併契約書（写し）」の別紙 7.1「規

約変更案」の内容については、MTR 及び MTH が 2022 年 11 月 22 日付で公表しました「森トラスト総合リ

ート投資法人と森トラスト・ホテルリート投資法人の合併契約締結に関するお知らせ」にて開示した内

容から、以下の訂正を行っています（訂正箇所は網掛けで表示しています。）。 
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（1）規約変更案のうち第26条第（1）号「変更案」部分 

訂正内容：字句の訂正及び変更箇所を示す下線の追加 

 

訂正前 訂正後 

第 26 条（資産運用の対象及び方針） 

（前略） 

（b）この投資法人が投資対象とする不

動産等の主な用途はオフィス及び宿泊施

設（ホテル・旅館等及びこれらの付帯施

設といい、以下、単に「宿泊施設」とい

います。また、オフィスと宿泊施設をあ

わせて「中核資産」といいます。）とし

ますが、商業施設、住宅等への分散投資

も行います。 

（中略） 

（d）この投資法人は、投信法施行規則第

105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産を

主たる投資対象とします。 

（後略） 

第 26 条（資産運用の対象及び方針） 

（前略） 

（b）この投資法人が投資対象とする不

動産等の主な用途はオフィス及び宿泊施

設（ホテル・旅館等及びこれらの付帯施

設をいい、以下、単に「宿泊施設」とい

います。また、オフィスと宿泊施設をあ

わせて「中核資産」といいます。）とし

ますが、商業施設、住宅等への分散投資

も行います。 

（中略） 

（d）この投資法人は、投信法施行規則第

105 条第 1 号ヘに定める不動産等資産を

主たる投資対象とします。 

（後略） 

 

（2）規約変更案のうち第28条「現行規約」部分 

訂正内容：変更箇所を示す下線の追加 

 

訂正前 訂正後 

第 28 条（決算期） 

この投資法人の営業期間は、毎年 4 月 1

日から 9 月末日までの 6 月及び 10 月 1

日から翌年 3月末日までの 6月とし、そ

れぞれその末日をもって決算期としま

す。 

第 28 条（決算期） 

この投資法人の営業期間は、毎年 4 月 1

日から 9 月末日までの 6 月及び 10 月 1

日から翌年 3月末日までの 6月とし、そ

れぞれその末日をもって決算期としま

す。 
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２．規約一部変更の件 

a.変更の理由 

  変更の理由は以下のとおりです。 

（本項において取り上げられている規約の条項号の番号については、特に断りのない限り、現行規

約における条項号の番号を示すものとします。） 

 

(1) 本合併に伴い、本合併の効力発生日付で MTR の商号を「森トラストリート投資法人」に変更す

るため、必要な変更を行うものです。（規約第 1条関係） 

(2) 本合併に伴い、MTR は、全ての MTH の投資主に対し 1 口以上の MTR の投資口を交付することを

目的として、MTR の投資口 1 口につき 2 口の割合による投資口の分割を行うことを予定してい

ます。当該投資口分割に伴い発行済投資口の総口数が増加することから、予め MTR の発行可能

投資口総口数を 2,000 万口に増加するものです。（規約第 5条第 1項関係） 

(3) 本合併に伴い、後記(8)に記載のとおり決算期を変更するため、これに合わせて投資主総会の招

集時期に必要な変更を行うものです。（規約第 9条第 1項関係） 

(4) 「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（令和元年法律

第 71 号）附則第 3 号に規定する改正規定（これに関連する投信法等の改正を含みます。）が

2022 年 9 月 1日に施行され、同日付で投資主総会参考書類等の電子提供措置が導入されたこと

に伴い、所要の変更を行うとともに、電子提供措置の導入に伴い、電子提供措置をとる事項の

うち全部又は一部については、書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載しないこ

とができる旨を規定するものです。（規約第 9条第 5項関係） 

(5) 本合併の実施に伴い、MTR の中心的な投資対象について、従来のオフィスビルに加え、宿泊施

設に用いられる不動産を追加するとともに、新たに追加する宿泊施設の投資対象地域等の所要

の規定を追加するものです。（規約第 26 条第（1）号及び第（4）号関係） 

(6) その他の特定資産について、「その他の有価証券」から新たに除外するものを追加するために

必要な修正を行うものです。（規約第 26 条第（3）号関係） 

(7) 2019 年 7 月 4 日改正の企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」（関連して新たに

制定又は改正された会計基準及び適用指針を含みます。）の適用に伴い、資産評価の方法に関

して所要の変更を行うため、一部を修正するものです。（規約第 27 条第 1項第（2）号及び第

（4）号関係） 

(8) 本合併に伴い、MTR の決算期を毎年 3 月末及び 9 月末から毎年 2 月末及び 8 月末に変更するた

め、所要の変更を行うものです。なお、この変更に伴い第 42 期の分配金基準日は 2023 年 3 月

末から 2023 年 2 月末に変更になります。（規約第 28 条関係） 

(9) 会計監査人の役割及び責任が一層高まりつつある中で、本合併の実施による運用資産の規模拡

大等に伴い監査業務も増大することを踏まえ、会計監査人の報酬額を依頼する監査業務に応じ

た妥当な水準に調整することを可能とするべく、会計監査人の報酬額の上限を 1,500 万円から

2,000 万円に変更するものです。（規約第 32 条関係） 

(10)本合併に伴い、決算期を変更するため、これに合わせて資産運用報酬の支払時期を修正するも

のです。また、投資主利益と資産運用報酬との連動性を高めることを目的として、運用報酬２

について一口当たり利益に連動した報酬とするため、変更するものです。（規約第 33 条第（1）

号及び第（2）号関係） 

(11)上記(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)、(9)及び（10）の規約変更は、本合併の効力発生を条件と

してその効力を生ずることとするため、附則において、その旨を規定するものです。（規約第 38

条第 1項関係） 
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(12)本合併に伴い、MTR が MTH の資産を包括承継することから、MTR の運用報酬 1 を整合的に算定

するため、MTR の 2023 年 8 月期の運用報酬 1 の算定の基礎となる 2023 年 2 月末の期末算定額

について、2023 年 2 月末の MTH の特定資産の額も合算する旨の修正をするため、附則におい

て、その旨を規定するものです。（規約第 38 条第 2項関係） 

 

b.変更の内容 

  規約変更の詳細は、別紙の「第16回投資主総会招集ご通知」をご参照ください。 

 

 

３．投資主総会等の日程 

   2022年12月22日 本投資主総会提出議案承認の役員会 

   2023年1月13日  本投資主総会招集ご通知の発送（予定） 

   2023年2月1日   本投資主総会開催（予定） 

   （注）MTRは、本投資主総会における承認可決後、必要となる関係法令に基づく届出等の手続きを速やかに行う予定です。 

 

以 上 

 

【別紙】 

第 16 回投資主総会招集ご通知 

 

 

*MTRのホームページアドレス https://www.mt-reit.jp/ 

https://www.mt-reit.jp/





















































































































